
 

北九州広域都市計画臨港地区の分区の変更について 

（新門司北地区） 

 
■概要 

○新門司北地区において、港湾計画の土地利用計画

の変更（緑地及び交流厚生用地から港湾関連用

地）に伴い、分区をマリーナ港区から商港区へ変

更する。 

 

■変更内容 

〇港湾計画の変更（緑地及び交流厚生用地から港湾

関連用地）に合わせ、臨港地区の分区をマリーナ

港区から商港区（0.8ha）へ変更する。 

 

 
 
 

 

 

 

臨港地区及び分区の指定（現況） 臨港地区及び分区の指定（変更後） 
 

［土地利用計画の変更］   

マリーナ港区 ⇒ 商港区 0.8ha  

港湾計画（変更前） 港湾計画（変更後） 

別紙 ２ 

［土地利用計画の変更］   

交流厚生用地   0.3ha  ⇒ 港湾関連用地 0.8ha 

緑地           0.5ha   

【問合せ先】 港湾空港局計画課 

担当：山脇(課長)、牧野(係長) 

TEL：093-321-5967 


